
別紙様式（１７年度の取組結果・成果情報）
整理番号：香川県－１

重点取組名 集落営農の組織化・法人化の推進

普及活動担当 農業経営課 普及・研究グループ

主要な活動地 主要な活動地域：県内全域 対象農業者：担い手不足地域や兼業･高齢農家の多

域・ い地域

対象農業者

取組結果・成果 担い手不足地域や兼業・高齢農家の多い地域において、地域農業の維持・発展

<取組みのねら を図るため、地域内の兼業・高齢農家などがお互いに助け合いながら、効率よく

い> 農業生産活動や農地・水路の保全活動を行う集落営農の組織化・法人化を推進し

た 特に 平成 年産麦から適用される 品目横断対策に対応すべく 地域特性。 、 、 、19

を考慮しつつ、普及組織一丸となり取組んだ。

地域（農業改良普及センター）別活動目標

【東讃農業改良普及センター】

○ 集落営農支援による地域営農システムの立ち上げと活動支援

（新規集落営農組織の立ち上げ支援、既存集落営農組織のステップアップ）

【小豆農業改良普及センター】

○ 集落営農システムの確立による担い手の確保、育成

【中讃農業改良普及センター】

○ 地域農業のリーダー育成と集落営農の推進

○ 集落営農組織の活動強化による持続的・効率的な営農の推進

【西讃農業改良普及センター】

○ 水田農業の多様な担い手の育成

（大規模米麦作認定農業者及び集落営農法人育成の集中実施）

以上の地域別活動目標に従い、組織化を推進した。

・平成１７年度中の指導対象集落営農組織数 ９６地区

・これらの地区を①組織化、②機械共同利用、③作業受託、④法人化計画策定、

⑤経理一元化、⑥法人化とステップアップ指導を行った。

・その結果、１８年度当初現在６組織の法人化が達成されつつある。

参考：平成２２年度目標：集落営農組織 １０５組織（うち法人１５組織）

連携機関、協議 香川県担い手育成総合支援協議会（平成１７年４月２６日設置）

会 香川県担い手育成確保総合推進本部（平成１７年５月２３日設置）

等

取組の特徴や取 １ 市町担い手育成総合支援協議会の設置（３２市町設置）

組 ２ 市町担い手育成総合支援協議会内に地域農業再生推進チームの設置（推進チー

に際しての工夫 ム・市町・農業委員会・ＪＡ・普及センター）

３ 推進チームは、集落に入り込み、集落内の話し合いを通じて集落ごとの対応

方向を（将来ビジョン）を決定した。

４ 推進チームの掘り起こした地域リーダーに対する集落営農研修の実施

５ 品目横断的政策の説明や集落営農法人ＰＲ資料の配布による法人化への意識

高揚６ 「法人化に関心又は意向のある集落」を新たな推進モデル地区として設

定し、組織 化・法人化に向けた重点的な指導を展開（平成１

６年度の１１地区から平成１７年度は２６地区に拡大）

７ 集落内での合意形成が難しい場合は、集落内の数名のオペレーターによる組

織化・法人化を推進し、同法人への農地の利用集積を集中的・重点的に促進

【参考】






